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	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟

長野県人事委員会規則第２号

　　　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則

　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成14年長野県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　別表第１中「公益財団法人長野県中小企業振興センター　一般社団法人長野県観光機構　公益財団法人長野県テクノ財団」を「公

益財団法人長野県産業振興機構　一般社団法人長野県観光機構」に改める。

　別表第２中「地方職員共済組合長野県支部」を「地方職員共済組合長野県支部　地方税共同機構」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、令和４年４月１日から施行する。

人事委員会事務局


